
令和8年度に入学する 

給付奨学生採用候補者の自宅外月額支給早期化の手続きについて（お知らせ） 
 

この手続きは、入学前に必ず行う手続きではありません。経済的にお急ぎでない方や、入学前の自宅外書

類提出期限に新しい居住先が未決定の方は、入学後に自宅外通学の手続きを行いますのでご安心ください。 

    

●対象 

　　下記の条件を全て満たす方 

①本校への入学が確定している、令和８年度大学等予約採用における給付奨学生採用候補者 

②採用時の支援区分（お手元にある大学等奨学生採用候補者決定通知（下図）の赤枠部分をご確認下さい）　 

が「第Ⅳ区分（理工農）」及び授業料減免のみ対象となる「多子世帯」ではない者※ 

③４月以前から自宅外通学の要件を満たし、賃貸借契約書などの申請書類を期間内に提出できる者 

　※多子世帯で、同時に第一種奨学生採用候補者になっている方は対象となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●提出書類 

　 ①2026 年度給付様式３５ 

　②自宅外通学証明書類 

　 ※自宅外通学における証明書類は、以下の日本学生支援機構のホームページに掲載している「自宅外通

学要件確認チャート」や Q＆A などを確認し準備をしてください。 

    　https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/zitakugai.html 

 

●本校への書類提出締切 

令和 8 年 3 月 13 日(金）　必着 

 

●提出先・提出方法 

広島県立三次看護専門学校　 奨学金担当

〒728-0023　広島県三次市東酒屋町 10518-1 

※簡易書留もしくはレターパックなど記録が残る配達手段で提出してください。 

 

●問い合わせ先 

本校　奨学金担当　　0824-62-5141


